








 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



市民協働推進に向けたそれぞれの役割市民協働推進に向けたそれぞれの役割

市民は、
地域の発展のために、市民活動に参加し、協力するよう努めます。

※

市民活動団体  は、
自主性をもって市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう、市民活動に伴
う情報を公開するよう努めます。

事業者は、
地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に協力するよう努めます。

市は、
市民協働によるまちづくりの推進に関する施策に、総合的かつ計画的に取り組むよう努めます。
この努力規定に基づき、本計画を策定し総合的、計画的に市民協働を推進していきます。

　※市民活動団体：市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
 　　 （市民活動団体は、大きくは地域コミュニティ型の市民活動団体とテーマ型の市民活動団体に分けられます。）

●地域コミュニティ型市民活動団体：

●テ ー マ 型 市 民 活 動 団 体： 地域コミュニティによるつながりではなく、福祉や環境、教育など特定の目

的を共有し、その実現をめざして活動する団体

一定の地域に住む人たちが、地域住民間の相互扶助を目的として活動する団体

（町内会、学区社会教育委員会、学区福祉委員会、学区女性団体、子ども会、老人会など）
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